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CONTENTS（おもな内容）《子どもクラブ球技大会》

　今年も、第 36 回町子どもクラブ球技大会が行

われました。

　男子はソフトボール、女子はミニソフトバレー

ボールで熱戦が繰り広げられました。

　日頃の練習の成果を発揮し、均衡したゲームが

多い大会になりました。
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2007 ( 平成 19 年 )   青空と緑と産業のまち

Public Relations SHOWA Town

●常永土地区画整理事業を推進

●下水道への接続はお済みですか？

●第 36 回町子どもクラブ球技大会

●水道だよりNo 74

●教育昭和No 100

SEPTEMBER

昭和町公式ホームページに今すぐアクセス！⇨
ＱＲコード（二次元バーコード）の読み取りに対応した携帯電話をお使いの方は、右のＱＲコードを読み取ることで、簡単にアクセスができます。
なお、接写モードで認識しにくいときは、標準モードに切り替えたり、カメラの明るさの設定を暗くしてみてください。
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昭和町長 　野 幹男
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　町では長年にわたり推進してきた「常永土

地区画整理事業」の実現を、昭和町のまちづ

くりの最重要課題と位置付け、これからもあ

きらめることなく、ねばり強く県と交渉を進

めます。

　町は常永土地区画整理組合設立準備委員会

を支援し、準備委員会と共に、問題解決に向

けた取り組みを行い、常永土地区画整理事業

の早期実現を目指します。

　町民のみなさまのご理解とご支援をお願い

いたします。

昭和町常永土地区画整理事業　設計図（案）
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業にかける熱意を知事

に訴え、事業の早期実

現を要望しました。

区画整理事業に関する問合せは、役場区画整理課　(☎ 275-8918) まで
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　町では町民のみなさまが健康で快適な暮らしを送る事ができ

るよう、下水道整備を進めています。

　下水道が使えるようになった区域（供用開始区域）では既に

多くの方が下水道に接続し使用を始めています。

　町では毎年９月１日を下水道が使用できるようになる日（供

用開始日）とし、新たな供用開始区域内に土地を所有されてい

るみなさまに、供用開始のお知らせを通知しています。

　また、下水道への接続は供用開始日から１年以内に行う事が

町下水道条例で義務づけられています。

　多額の費用を投じて整備された下水道でも使用されなけれ

ばその効果が得られず、町民の生活環境の向上という本来の目

的が達成できないためです。

　下水道工事が完了して、町から下水道供用開始の

通知がありましたら、現在使用している排水設備を

改造して、町で設置した宅内にある公共汚水ますに

接続し、下水道の使用を開始しなければなりません。

◆詳しいお問合せは

役場下水道課 管理係（☎ 275-8356）まで

下水道への接続はお済みですか？

▲このマンホールぶたの

デザインは、町内の河川

が下水道によってきれい

になり、かつて町の象徴

であった源氏ボタルがよ

みがえることを願い、清

流を舞う姿をイメージし

たものです。

　安全で衛生的な生活環境づくりと公共水域の水質保全を図るため、ぜひ下水道への接続をお

願いします。

　なお、特別な事情があり接続できない場合は「公共下水道接続延長許可申請書」を町へ提出

し、許可を得る事で接続時期を延長する事ができます。

供用開始された地域のみなさまへ

特 別 な 事 情 と は

①　災害等のために期限内に排水設備を設置できない場合

②　家屋の建築のために期限内に排水設備を設置できない場合

③　土地区画整理事業の事業認可区域内で住宅移転が確実な場合

④　期限内に転居等が確実な場合

⑤　その他特別な事情があると町長が認めた場合
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　最近、言葉巧みに役場との関係をにおわせた業者が訪問し、排水設備の点検や清掃を勧め、契約を強制

させるという事例が発生しています。

　役場では、宅内の排水設備に関して点検、清掃などを業者に委託する事はありません。

トラブルを回避するための注意点

①むやみにドアを開けない　②勝手に作業をさせない

③その場で契約はしない　　④役場との関係をにおわせたら役場へ確認をする

　少しでも不審に思われた時は、役場下水道課（☎ 275-8356）へご相談ください。

　下水道の排水設備工事を施工する指定工事店には、『下水道

排水設備工事責任技術者』の資格を有する者の専属が必要で

す。この試験は、責任技術者としての技能を認定するものです。

　今年度は次の日程により実施します。

　受付期間　10 月 1 日（月）～ 10 月 26 日（金）

　講 習 会　11 月 21 日（水）　甲府市総合市民会館

　試 験　12 月 2 日（日）　　　　〃

＊申込用紙は 9 月 14 日（金）から次のところに用意してあります。

平成 19 年度下水道排水設備工事責任技術者認定試験のお知らせ

◆役 場 下 水 道 課（☎ 275-8356）　　◆富士北麓浄化センター（☎ 0555-22-2259）
◆峡東浄化センター（☎ 263-2738）　　◆釜無川浄化センター（☎ 0556-22-8511）
◆桂川清流センター（☎ 0554-26-3401）

申込み ・問合せ　（財） 山梨県下水道公社事務局 （☎ 263-2738）

ご注意ください！

　下水道へ接続する宅内工事について

は、町指定の排水設備工事店の中から業

者を選んで行ってください。まず最初に、

申請人が指定工事店で設計および見積り

を取ったうえで直接、工事の依頼をして

ください。

　あとは依頼した指定工事店が、町への

手続きを代行し、接続工事を行います。

　また宅内工事については、「排水設備

工事資金融資あっせ

ん制度」、くみ取り便

所については、「水洗

便所改造助成金制度」

もありますのでご利

用ください。

宅内接続工事の方法
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開 催 日 開 催 内 容 開 催 時 間 開 催 場 所

10 月 5 日（金）

会 場 準 備 午後 1 時～ 3 時

総 合 会 館
作 品 搬 入 鑑 賞 午後 3 時～ 5 時

歌 謡 の 夕 べ

午後 7 時～午後 9 時 30 分詩 吟 の 夕 べ

ダ ン ス パ ー テ ィ ー の 夕 べ 中 央 公 民 館

10 月 6 日（土）

作 品 鑑 賞 午前 10 時～午後 5 時

総 合 会 館
記 念 式 典 午前 10 時

芸 能 発 表 会 午後 1 時～午後 4 時

10 月 7 日（日） 作 品 鑑 賞 午前 9 時～午後 5 時

10 月 8 日（月）

囲 碁 ・ 将 棋 大 会 午前 9 時～ 中 央 公 民 館

作 品 鑑 賞 午前 10 時～正午 総 合 会 館

片 付 け 午後 1 時～ 総 合 会 館 他

短 歌 1 人 3 首以内、短冊と色紙

川 柳 題「雑詠」　1 人 3 句以内、色紙 1 枚、短冊 2 枚

俳 句 題「当季雑詠」　1 人 3 句以内、色紙 1 枚、短冊 2 枚

書 道 漢字、かな、語句、文書、書体は問わない。ただし、本、仮表装のもの 1 人 1 点

写 真 サイズ・白黒・カラー・題名は自由（氏名、電話番号を必ず記入）部員以外の方は 1 人 3 点以内

華 道
生花、盛花、投入れの如何も問わず流派も制限しない。材料、花器等は各自で用意する。

（流派、段位、氏名を明記する）

盆 栽 1 人 3 鉢以内、種類は問わない。

絵 画

水 墨 画

画 題：自由
大 き さ：油彩 F20 以下・日本画水彩に準ず、作品は額縁入りを原則とするが、台紙で
　　　　　も可（費用は自己負担）

手工芸・版画
七宝焼・陶芸

1 人 3 点以内、気軽に出品してください。

押 花 画題は自由　作品は額縁入りを原則とする。1 人 1 点とする。

ジュニア展 保育園・幼稚園・小中学校・高校生の作品（習字・図画工作）を募集します。

そ の 他 パネルに掲示でき、どの部門にも属さない作品

芸 能 発 表 コーラス・民謡・詩吟・舞踊・歌謡・大正琴

応募資格　昭和町在住・在勤の方

参 加 料　原則として無料

応 募 先　町教育委員会生涯学習課　生涯学習係（☎ 275-8641）

応募方法　町教育委員会窓口で申込書に記入してください。

締切応募　作品出品者　9 月 20 日（木）

　　　　　芸能発表者　9 月   4 日（火）【締切日以降の応募は会場の都合により受付できません】

会場準備・作品搬入 10 月 5 日（金）午後 1 時から会場準備、午後３時から作品搬入

【募 集 規 定】（作品出品・芸能発表共に）

【募 集 内 容】（展示日：10 月 5 日～ 8 日　芸能発表会：6 日）

【文化祭日程】

　『昭和町文化祭』を、来る 10 月 5 日（金）～ 8 日（月）総合会館を中心に開催します。日常生活

の中で習得した作品や芸能を募集いたします。町民の方どなたでもご参加、ご出品いただけます。

下記募集規定により申込みください。

【主 催】昭和町文化協会・昭和町教育委員会

【文化協会会員の方へ】
作品出品、出演希望者は各部長が取りまとめを行いますので上記期日厳守のうえ専門部長までお申込みく

ださい。

《第 43 回昭和町文化祭》のお知らせ
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第 27回全日本学童大会に出場
　8 月 4 日（土）高円宮賜杯第 27 回全日本学童軟式野

球大会の開会式が、茨城県水戸市民球場で行われました。

　大会はトーナメント方式で行われ、翌 5 日（日）昭和は、

記念すべき全国大会1回戦で三馬クラブ（石川県）と対戦、

3-6 で惜しくも敗れました。

　監督の阿部さんは、「この大会で出会った球友と、再

び甲子園の舞台で再会できる様、野球を続けてくれたら

嬉しい」と大会後の感想を語ってくれました。

　法政大学法学会法律相談部による夏期無料法律相談

会が行われます。お困りの事がありましたら、お気軽

に相談してみませんか。

日　時　9 月 1 日 ( 土 )・2 日 ( 日 ) 午前 10 時～午後 4 時 30 分

場　所　甲府市総合市民会館 ( 甲府市青沼 3-5-44)

　　　　(1 日目 )1 Ｆ　多目的室・(2 日目 )3 Ｆ　大会議室

対　象　県民であれば、どなたでも参加できます。

内　容　夏期無料法律相談会 ( 指導教授 1 名、弁護士

　　　　3 名、司法書士又は税理士 1 名　他 )

その他　相談は無料です。 

問合せ　県民生活課（☎ 223-1350　FAX223-1354）

　環境問題について正しい認識を持ち、実践に移して

いくために、親子で環境の事を考えましょう！今年度

は、クリーンエネルギー施設の見学を中心とした ｢ 親

子エコスクール ｣ を開催します。親子やみんなで地球

温暖化の現状や課題などについて学習したいと思いま

す。たくさんのご参加をお待ちしています。

日　時　10 月 13 日 ( 土 ) 午前 10 時～午後 4 時 ( 予定 )

場　所　三分一湧水館 ( 北杜市長坂町小荒間 292-1)

対　象　子どもたち (3 歳以上の幼児から高校 3 年生 ) と保護者

内　容　クリーンエネルギー施設の見学会及び地球温暖化の学習

参加費　無　料　定　員　40 名 ( 親子 20 組程度 )

応募方法　電話または、ファックス、Ｅメール

応募期限　定員になり次第締め切ります。

問合せ　県森林環境部循環型社会推進課（☎ 223-1503）

　　　　FAX223-1507　E-mail junkan@pref.yamanashi.lg.jp

｢ 夏期無料法律相談会 ｣｢ 親子エコスクール ｣ 参加者募集

第 19回昭和町 《ふるさとふれあい祭り》
　第 19 回昭和町「ふるさとふれあい祭り」を 10 月 7 日（日）に町立総合体育館を中心に開催します。

　今回は、『キャラクターショー』や第 1 部お笑い歌謡浪曲『玉川カルテット』第 2 部ものまね歌謡ショー

『清水アキラ』をメインに盛大に行われます。

　町内各種団体による出店も趣向をこらした催し物が行われ、

会場隣の総合会館でも、『第 43 回昭和町文化祭』や『子ども広

場』が同時開催されます。みなさんお誘い合わせのうえ、お越

しください。

　なお、駐車場に限りがありますので、徒歩または、シャトル

バス（役場前⇔西条小学校・常永小学校）をご利用ください。

　詳しい内容は来月の「広報しょうわ10月号」でご案内いたします。

ふれあい祭りテーマが決定しました
　募集していました、今年のふれあい祭りのテーマは、多くのみなさんからご応募いただ

きました。応募の中から、実行委員会で検討した結果、武井啓吉さん（紙漉阿原）の作品

に決定いたしました。

テーマ：『手をつなぎ　皆んなでつくろう　輝く昭和』
問合せ　役場企画行政課　企画係（☎ 275-8154）
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保健・健康に関する問合せは、
役場いきいき健康課　健康増進係 (☎ 275-8785）

みんなの健康

歳児健康診査

児健康診査

場 　 所　総合会館

持 ち 物　母子手帳・健康保険証・印鑑・筆記用具・バスタオル

実施日 該 当 児 受 付 時 間

9月 27日

（木）

平成 18 年 11 月生まれ 午後１時～１時 15 分

平成 19 年 5 月生まれ 午後 2時～２時 15 分

乳

3

と子のすくすく相談室母

子手帳交付及び一般健康相談母

児教室育

産教室（ようこそ赤ちゃん）安

実  施  日　9 月 19 日（水）

受付時間　午後 1 時 15 分～ 1 時 45 分

該  当  児　平成 16 年 6 月～ 7 月生まれのお子さ　　　　　 

　　　　　 ん及び前回未受診のお子さん

＊地区別で受付時間を設定しますので、詳しくは通知をご覧ください。

実  施  日　9 月 13 日（木）

受付時間　午前 9 時 20 分 ～ 9 時 30 分

該  当  児　平成 19 年 6 月生まれのお子さん

　　　　　 該当児には、個別通知をいたします。

こんにちは！赤ちゃん訪問事業

実  施  日　 9 月 4 日（火）・14 日（金）・21 日（金）

受付時間　 午前 9 時 20 分～正午

対  象  者　 出産予定日が平成 19 年 11 月～平成 20 年 2 月の方

　　　　　  該当者には個別通知をいたします。

実 施 日　 9 月 12 日（水）

該 当 児　 平成 17 年 6 月～ 7 月生まれ

* 地区別に時間を設定しますので、個別通知をご覧いただくか、

　いきいき健康課までお問合せください。

2 歳児歯みがき教室

日　時　　9 月 11 日 ( 火 ) 午前 10 時～ 11 時 30 分

 ( 会場 )　　( 総合会館 )  

 　　　　　9 月 28 日 ( 金 ) 午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

 　　　　　 ( 町立児童センター「ゆめてらす」)

対象者　　昭和町にお住まいの子育て中のお母さん

＊保健師がご相談をお受けします。

＊総合会館で実施する日には、栄養士が食事やおやつについ

　てのご相談をお受けします。

＊身体計測は必要な児（急に食べなくなった、体重等の経過

　観察の方等）のみとさせていただきます。

日 時　9 月 4 日 （火） 午後 1 時 30 分～ 4 時

   9 月 10 日（月） 午前 9 時 ～ 11 時

             9 月 26 日（水） 午後 1 時 30 分～ 4 時

場 所 　総合会館

＊母子手帳の交付を希望される方は、印鑑をお持ちください。

＊予防接種についてのご相談も受付けています。

＊一般健康相談で血圧測定や腹囲測定、栄養相談、尿検査な

   どを通して、日頃の健康づくりを確認してみませんか。

＊子宮がん検診の申込みを受付けています。印鑑をお持ちく

   ださい。対象者は町内の 20 歳以上の女性です。

■こんにちは赤ちゃん訪問事業とは…

　少子化、核家族、働く女性の増加等母と子をとりまく環境

は変化し、育児は近隣からの支援が得られない状態で行われ

ています。そこで国では、４ヵ月児までの乳児がいる家庭を

訪問し、みんなで母と子を支えていく地域づくりのために「こ

んにちは赤ちゃん訪問事業」を創設しました。

■こんにちは赤ちゃん訪問事業の必要性は…

　出産後の母親はお産の疲労が回復しないまま、育児を行っ

ているため、心身の不調をおこしやすく「母親を追いつめる」

と心配されています。

　そんなお母さん方を支援し、「家庭と地域社会をつなぎ」

子育てしやすい環境づくりのために、この事業は行われます。

■町でのこんにちは赤ちゃん訪問事業は…

　町では昭和町母子愛育会に委託して、こんにちは赤ちゃん

訪問事業を９月から実施する予定です。

　愛育会では、既に４～５ヵ月の乳児に「お祝いガーゼ」を

お届けしながら訪問活動を行っておりますので、身近にいる

「班員さん」とお母さんとの交流は、子育て中のお母さんの

大きな味方になってくれるのではないでしょうか。

　この事業が効果的に発展・推進できます様みなさまのご協

力をお願いいたします。

■小児救急電話相談事業について■

県では、子どもさんが夜間急に病気になった時に、電話で相談でき
る小児救急電話相談事業を開始しました。相談には、専門相談員が
対応しています。
・利用時間…毎日午後７時～ 11 時まで
・相談方法…(☎ 226-3369) または、固定電話携帯電話から短縮ダ
　イヤル「♯ 8000」に電話をする。
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山梨大学医学部
 眼科講師 柏木　賢治

健 康
40 歳を過ぎたら

あなたも緑内障検診を
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　押原児童館（☎ 275-6462）　西条児童館（☎ 275-9616）

　常永児童館（☎ 275-0358）　児童センター（☎ 233-1152）
児 童 館 ・
児童センター

　
南甲府警
察署通信

～「知ってますか？警察相談　♯ 9110」～

　南甲府警察署では、本年７月末現在、ストーカー被害に関す

る相談を６件、配偶者暴力に関する相談を５件受理しています。

　警察では、犯罪などによる被害の未然防止に関する相談や県

民のみなさんが不安を感じたり、心配している身近な問題など

に関する相談に応じています。

　また、緊急の事件・事故等の通報以外の相談については、

110 番ではなく、警察相談専用電話「＃ 9110」をご利用く

ださい。

○相談受付

・山梨県警察総合相談室　

「＃ 9110」または（233-9110）

　 （警察相談専用電話）

受付時間　平日の午前８時 30 分～午後５時

・南甲府警察署生活安全課　安全相談係

　（243-0110）（受付時間　随時）

９月１１日は「警察相談の日」

シニアワークプログラム

内　容　パソコン中級・会計ソフト（ＰＣＡ）講習

　　　　（第 1 期）

日　時　9 月 20 日・21 日・26 日・27 日・28 日（5 日間）

　　　　午前 10 時～午後 3 時の 1 日 4 時間　20 時間

　　　　の講習になります。

場　所　山梨リコー㈱甲府営業所

対　象　60 歳代前半層の方で、臨時的かつ短期的また

　　　　軽易な業務の範囲内でシルバー人材センター引

　　　　き受ける事務系の就業（雇用によるものを除く）

　　　　その他、関連業務に就職を希望される方

定　員　15 名（申込み期限 9 月 10 日まで）

問合せ　（社）峡中広域シルバー人材センター

　　　　（☎ 279-6626）

　　金婚祝金制度は、お二人の長寿をお祝いするとと

もに、長年にわたり夫婦協力しながら社会に貢献され

ている事に感謝し、その労をねぎらう事を目的に結婚

50 年（50 年を経過）を迎えたご夫婦に町から祝金（６万

円）を贈る制度です。

◆対象者は、町内在住者で戸籍記載事項に基づき結婚

　50 年を経過したご夫婦です。

◆支給については前期・後期になり、以下のとおりです。

　前期 4 月～ 9 月で 50 年が経過した方は 10 月支給

　後期 10 月～ 3 月で 50 年が経過した方は 4 月支給

　（昭和 32 年４月１日～昭和 33 年 3 月 31 日に婚姻

届を提出されたご夫婦）なお、『金婚記念日』以前引

き続き 10 年以上の住民登録者、または外国人登録者

である事が要件となります。

　問合せ　役場福祉課　長寿社会係（☎ 275-8784）

『金婚祝金制度』について
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6
月
�
�
�
収
集
日

月のこよみ
平成 19 年　2007

長
ながつき

月　SEP9
日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

友
引1

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター開館
＊おはなし会
　（図書館午前11時）

先
負2 仏

滅3 大
安4 赤

口5 先
勝6 友

引7 先
負8

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター休館

＊温水プール・図
　書館・総合体育
　館休館

＊町長と語らいの
　とき

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター開館
＊アニメ映画会
　（図書館午後2時）
＊定例結婚相談

仏
滅9 大

安10 友
引11 先

負12 仏
滅13 大

安14 赤
口15

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター休館

＊図書館・温水プー 
　ル・総合体育館
　休館

＊じどうかんみん
　なであそぼう
  （午前10時30分～11時30分）
＊心配ごと相談

* 消費生活無料相談
　（中央公民館
　午前10時~正午）

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター開館

先
勝16 友

引17 先
負18 仏

滅19 大
安20 赤

口21 先
勝22

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター休館

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター・温水プ
　ール・図書館・
　総合体育館休館
* 水の運動会
　（温水プール）

＊行政相談 ＊おはなし会
　（図書館午前11時）
＊ボカシつくり会
　（総合会館裏午後 1 時～）

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター開館
＊アニメ映画会
　（図書館午後2時）
＊定例結婚相談

友
引23 先

負24 仏
滅25 大

安26 赤
口27 先

勝28 友
引29

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター・図書館・
　温水プール休館

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター・温水プ
　ール・図書館・
　総合体育館休館

＊総合会館温泉休館 ＊じどうかんみん
　なであそぼう
   （午前10時30分～11時30分）
＊心配ごと相談

* ふれあいランチ ＊図書館休館 ＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター開館

先
負30

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター・図書館
　休館

＊もえるゴミの収集日が祝

　日の場合は、翌日に収集

　いたします。

＊必ず町指定の収集袋を使

　用してください。黒いビ

　二ール袋などでは出さな

　いでください。

＊収集袋・荷札には必ず氏

　名、電話番号を記入して

　ください。荷札は粗大ゴ

　ミに使用してください。

＊収集日の当日午前 8 時 30

　分までに出してください。

＊燃える物、燃えない物、

　リサイクル品の分別はし

　っかり行ってください。

も え る ゴ ミ

（ 毎 週 月・ 木 曜 日 ）

　　　3 日・6 日・10 日・13 日・

　18 日・20 日・25 日・27 日

も え な い ゴ ミ

ア ル ミ・ ス チ ー ル 缶
第 1・２・３水曜日（5 日・12 日・19 日）

粗 大 ゴ ミ

第 4 水曜日（26 日）

剪 定 枝 回 収
西条地区

第 1 水曜日（5 日）

押原地区

第2水曜日（12日）

常永地区

第3水曜日（19日）

9
月
�
�
�
収
集
日

ゴミの区分

地　　　区

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫、は粗大ゴミと
して出せませんので決められた方法で処分してください。

◆新聞紙・雑誌類、ダンボール、牛乳パック、ミックスペーパー、ペッ
　トボトル、白色トレイ、その他プラ、びん類は資源回収ステーショ
　ンへ出してください。（いつでも出せます）
◆使用済みのスプレー缶・カセットボンベを出すときは、爆発・火災の危険があります
　ので、必ず使い切り、2 ヵ所以上穴を開け、ガス抜きをしてから出してください。

全 地 区
（西条地区・押原地区・常永地区）

見やすいところに貼るなどしてご利用ください

太陽光発電
助成金制度

住宅用太陽光発電システムの設置者等に対し、助成金の交付を行っています。

予算残額は 8,209 千円【8 月 10 日現在】問 役場環境経済課（☎ 275-8355）

　

　　　　

* 引っ越しゴミな

　どを早く処理し

　たい場合は、役

　場環境経済課

　へご相談くだ

　さい。

環境経済課

（☎ 275-8355）

山梨県地球温暖化防止活動推進センターをご利用ください

　県地球温暖化防止活動推進センターでは、県内での地球温暖化防止活動を推進していくため、相談窓

口を開設しています。

　地球温暖化防止に関するご相談や活動に必要なリーフレットなどの入手方法、また、県地球温暖化防

止活動推進センターの活動への参加・協力に関することなど、お気軽にお問合せください。

問合せ　県地球温暖化防止活動推進センター (NPO 法人フィールド’21 内 )（☎ 228-3830）

　 　　  県循環型社会推進課 (☎ 223-1503)
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◆町長と語らいのとき
　日時　9 月 5 日（水）
　　　　午後 1 時 30 分～ 4 時
　場所　町長室

＊あらかじめ役場総務課まで
　ご連絡ください。
　（☎ 275-8153）

◆町へのご意見箱（ホームページ）
＊ご意見やご要望、日頃町政
　についてお気づきのことを、
　町のホームページから、お
　寄せください。

◆心配ごと相談
　日時
　　9 月 12 日・26 日

毎月第 2・4 水曜日
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
　場所　社会福祉協議会
＊あらかじめ社会福祉協議会
　までご連絡ください。
　（☎ 275-0640）

◆行政相談
　日時　9 月 19 日（水）
　　　　午後 1 時～ 3 時
　場所　町中央公民館 2 階
　
＊直接会場へおこしください。
　お問合せは役場企画行政課
　まで（☎ 275-8154）

◇教育相談
　日時　随時（水・金・土・
　　　　日曜日、祝日は除く）
　　　　午前 9 時～午後 4 時
　場所　町中央公民館２階

＊直接会場へおこしください。
　問合せは、カウンセラー　
　まで（☎ 275-6951）

◆結婚相談
　日時　月～金曜日は受付のみ
　　　　午前8時30 分～午後5時
　　　　第 2・第 4 土曜日は
　　　　午後1時30 分～4時
　場所　町総合会館 2 階相談室

＊直接会場へおこしください。
　お問合せは、社会福祉協議
　会事務局まで（☎ 275-1881）
＊なお、随時電話での相談も
　行っていますので、各地区
　相談員までお気軽にお電話
　ください。

◆心の健康相談
＊精神保健福祉に関する相談
　に応じ、住民の心の健康づ
　くりを進めます。
　第 2・第 4 水曜日
　午後1時30 分～3時
　お問合せは、甲府保健所まで
　（☎ 237-1437）

お知らせ
◆ボカシつくり会
　日時　9 月 20 日（木）
　場所　町総合会館裏
　時間　午後 1 時～
＊不用犬・猫のお問合せは
　役場環境経済課まで
　（☎ 275-8355）

第 36 回町子どもクラブ球技大会

◆雑巾がけ
低学年　四氏そういちろう（押原小 3 年）
高学年　山本じょう（押原小 4 年）
◆フィルムケース積み
低学年　四氏そういちろう（押原小 3 年）
高学年　大沼　侑也（押原小 5 年）
◆お手玉投げ
低学年　清水けんたろう（押原小 3 年）
高学年　山根　実久（押原小 4 年）
◆ピッチング
低学年　吉田　光伸（押原小 2 年）
高学年　河住　陽平（押原小 5 年）

　8 月 2 日（木）第 15 回児童館まつり「チャレンジランキング大会」が総合

会館軽運動室において開催されました。大勢の子どもたちが参加し、新記録に

挑戦しました。また、運営のお手伝いをしてくれた小学校 5・6 年生・子育てボ

ランティア会のみなさんありがとうございました。　　　　　　　　　（敬称略）

チャレンジランキング結果報告

◆ボーリング

低学年　塩澤ゆうと（西条小 2 年）

高学年　林　　亮太（常永小 6 年）

◆段ボウルひっくり返し

低学年　つしまこうへい（西条小 3 年）

高学年　小林なおき（西条小 5 年）

◆ビー玉皿うつし

低学年　清水けんたろう（押原小 3 年）

高学年   小宮山貴仁（押原小 5 年）

　今年で 57 回目を数える「社会を明

るくする運動」が行われました。

　この運動は、全ての国民が犯罪や非

行の防止と、罪を犯した人たちの更生

について理解を深め、それぞれの立場

において力を合わせ、犯罪や非行のな

い明るい社会を築こうとする全国的な

運動です。町保護司会と更生保護女性会では、ショッピングセンター入口で啓

発運動を行いました。

社会を明るくする運動が行われました

　8 月 5 日（日）第 36 回町子どもクラブ球技大会が開催されました。

　大会の結果は次のとおりです。

男子ソフトボール

 優　勝　　　 紙漉阿原

 準優勝　　　 飯　　喰

第 3 位　西条一区　上河東二区

女子ミニソフトバレーボール

優　勝　押　　越

準優勝　河東中島

第 3 位　紙漉阿原




